
 

2026 年度 労働条件闘争最終報告 
各種手当改正により手取り増えるも他産業との格差解消されず 

組合員の待遇改善、昨今の物価高騰下の生活維持のため生活の安定のために、１月にスタートした今賃闘は

３月まで６回の団体交渉を重ね、妥結いたしました。 

 

当初、法人は「持続可能な経営基盤の構築と職員の成長を支える組織への変革」という法人改革のもとに、

各種手当の組み換え（廃止、新設、改正）を行う考えを示しました。交渉の中でかなりの数の人たちが十分に

給与改善されないことがわかり、これでは国からの補助金の配分が見えないとして偏りのない一定額の賃上げ

を求めての交渉が主になりました。また夜勤手当に成果連動加算が組み込まれることになり、現状手当額より

下がる可能性が拭いきれない不安がある状況でした。 

結果、正規職員は定期昇給、パート職員は時給 15円の引き上げが基本で、プラス資格手当や役職手当、一時

金という形で賃上げされることになります。経験の浅い職員やこれまで賃金改善幅の小さかった職種に対して

手厚く改善されたこと、交渉により給与改善が低位の従業員に対して、一時金という形ですが月当たり 8,000

円相当の賃上げが確約されたこと、また夜勤手当に成果連動を導入するにあたり、差し当たって今年度は手当

が減額されることがなくなったことなど一定の成果は得ることができたと考えています。 

しかしながら当初の組合要求に沿った結果とならず、とても残念です。 

今後は成果連動型加算や付帯事項について、労使協議会で協議を継続することでまとまっています。 

 

ちなみに４月１日時点において、ＵＡゼンセンに加盟している他労組は、正社員月額平均 17,024円

（5.21％）、パート時給平均 80.4円（6.63％）と昨年に引き続き高水準の妥結状況となっています。 

今後も皆さんの声を届け、働きやすい職場づくりを目指していきたいと考えています。これからも瑞祥会や

ルボアで働いていることを誇れるよう一緒に頑張っていきましょう。 

 

賃金引上げについて 

正規職員  ：定期昇給  

パート職員 ：時給 15 円の引き上げ 

手当の改正について 

 ・経験技能手当の廃止 

・夜勤手当の改正 

  夜勤手当を 6,000 に統一し（例外事業所あり）、成果連動導入によりプラス 1,000 円～2,000 円 

  ※今年度については全事業所プラス改正です。 

・資格手当の増額、新設 

  （例）介護福祉士：正規職員 3,000 円 ⇒ 16,000 円  パート 0 円 ⇒ 60 円×時間 

 ・役職手当の改正、評価連動 

   （例）主任：評価連動により 5,000 円～30,000 円 

 

※詳細は組合ホームページおよび各施設に配置されている就業規則などをご確認ください。 

瑞祥会・ルボアユニオンＨＰ 

https://zuishou-ru.com/ 
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レク活動報告『いちご狩り』を開催しました 

 

去る 4 月５日、三木町【観光農園森のいちご】

にて、瑞祥会ルボアユニオン『いちご狩り』を開

催いたしました。10 名の組合員とそのご家族

14 名、総勢 24 名の方が参加しました。 

桜満開で春うららのなか、漂うあま～い香り 

案内されたハウスの鈴なりの大粒のいちご 

スタッフより説明された甘いいちごの印、へたの

下の「割れ目」を求め、甘さの違いに感動しました。 

また別ハウスでの品種別の食べ比べ思う存分ほおばり、お腹いっぱい。 

皆様、幸せな時間を過ごしました。 

これからも楽しい集まりを計画しますので多くの組合員さんの参加をお待ちしています。 

 

『ワークルール豆知識』（第 16 回） 

皆さんチャレンジしてみてくださいね(^_^)/ 

正解した方の中から抽選で 10 名の方に商品券をプレゼントいたします。参加される方は下記応募用紙に氏名・施

設名・解答を記入し、所属支部長まで提出してください。（2026 年５月 26 日を締め切りとします） 

問題：会社が労働者に対して負う「安全配慮義務」の内容に含まれないのはどれでしょうか？ 

①業務中の危険を予見し対策を講じる 

②私生活の健康を管理する 

③メンタルヘルス不調を未然に防ぐ 

…………………………………………………………………………………………………… 

第 15 回の正解と解説 

月給制の社員について最低賃金を確認する場合、どのように扱うのが正しいでしょうか？

という問題でした。 

【正解】② 

【解説】最低賃金は法律上「時間あたりの賃金」で定められています。時給制の労働者なら比較は簡単ですが、月給

制や日給制でも必ず時間給に換算しなければなりません。算入できるのは 基本給や職務手当など恒常的に支払われ

るものです。一方、賞与・通勤手当・家族手当・精皆勤手当などは対象外となります。 

「月給 20 万円だから大丈夫」と思っていても、時間給に直すと下回るケースがあるため注意が必要です。給与明細

を確認し、含めるべき項目と含められない項目を区別することが重要です。 

厳正なる抽選の結果、引田荘１名・リリックケアセンター３名・真珠の湯１名・サン未来４名・

花らんまん１名の計 10 名の方に商品券（1 ,000 円分）を贈らせていただきました。  

---------------------------------------------------------------キリトリ---------------------------------------------------------------  

ワークルール豆知識応募用 

第       回 氏名  施設名  解答  

加入申込書                             申込日    年  月  日 

氏名 

フリガナ 

生年月日 
 

住所 〒 

電話番号  

施設名  経験年数   年     ヵ月 

職種  雇用区分 正社員   パート 
 

 


